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都市デザイン課

住 所：東京都世田谷区玉川1-20-1

電 話 ：03-6432-7153 ＦＡＸ ：03-6432-7996

■その他屋外広告物を計画する際の主なお問い合わせ先

自己の敷地及び建築物に屋外広告物を
設置するとき

建築調整課 建築調整担当 03-6432-7160

区道上空に
屋外広告物を設置するとき（道路占用申請）

※環状７号線及び環状８号線の道路占用は、東京都建
設局第二建設事務所管理課（03-3774-8184）へ
お問い合わせください。

道路指導課 占用担当 03-6432-7960

地区計画及び地区街づくり計画の区域に屋外
広告物を設置するとき

※行為に着手する３０日前までに届出が必要です。一
部届出を要しないものがありますので、各総合支所
街づくり課へお問い合わせください。

世田谷総合支所街づくり課 03-5432-2872
北沢総合支所街づくり課 03-5478-8031
玉川総合支所街づくり課 03-3702-4539
砧総合支所街づくり課 03-3482-2594
烏山総合支所街づくり課 03-3326-9618

■風景づくり条例に基づく協議のご相談・お問い合わせ先



屋外広告物は、風景に大きな影響を与える要素の一つであるため、屋外広告物を計
画する上での周辺風景への配慮点等を示した「風景づくりのガイドライン（屋外広告
物編）」を策定しました。ガイドラインでは、風景づくり計画「第７章 屋外広告物
の表示に関する事項」に基づき、地域の風景に寄与する屋外広告物の具体的な配慮事
項を示しています。
区内で屋外広告物を計画する場合は、より良い風景づくりにつながるよう、ガイド

ラインに基づき計画してください。
このうち、環状７号線及び環状８号線に面する敷地に一定規模以上の屋外広告物の

表示又は設置（表示内容の変更、改造又は移転を含む）を行う場合は、ガイドライン
及び風景づくり条例第３１条の２に基づき、屋外広告物に関する協議が必要となりま
す。なお、協議は許可申請の前かつデザイン変更の可能な段階で行ってください。

はじめに１

［区域］

環状７号線及び環状８号線に面する敷地

［規模］

東京都屋外広告物条例に基づく許可が必要な
広告物で表示面積の合計が１０㎡を超えるもの

［行為］

屋外広告物の表示又は設置
（表示内容の変更、改造又は移転を含む）

協議の対象２

-１-

風景づくり計画

風景づくりのガイドライン
（屋外広告物編）

ガイドラインの対象



環状７号線及び環状８号線沿道の誘導指針・基準３
屋外広告物の特性

環状７号線及び環状８号線沿道は、非常に多くの車両が通行するため、車両から
確認しやすい、沿道の建築物等の上部に比較的大きな広告物が設置されています。
特に、交差点付近や道路がカーブする箇所など人の視線が集まりやすい場所では、
多くの広告物が見られます。

誘導指針

環状７号線及び環状８号線は、区内の代表的な幹線道路であり、風景の骨格としても
大切な要素です。そのため、沿道の建築物との一体感やスカイラインの調和、後背の低
層住宅地や歩行者などへの配慮を図ることにより、街の骨格として、秩序ある空間を創
出します。
※区全域、地域別の誘導方針・基準については，「風景づくりのガイドライン（屋外広告物編）」
参照

誘導イメージ

沿道のスカイライン
との調和に配慮する

色数を抑え、図・記号を用いて
情報量を減らすことで、周辺の
風景との調和を図る

歩行者向けの屋外広告物は
低層部に集約するなど、
設置位置を工夫する

-２-

沿道の街並みやスカイラ
インとの調和に配慮する。

街路樹のある場所では、緑
と調和するよう配慮する。

数や大きさ、色彩などを工
夫し、魅力的な街角にする。



ＺＺ

手続きの流れ４

屋外広告物を単体で計画する場合
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変更協議書

建築物と一体で計画する場合
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※建築物については、別冊「風景づくり条例に基づく建設行為等の届出の進め方」参照

-３-

協

議

終

了

①事業者
②せたがや
風景デザイナー
③世田谷区

（注）：各種手続きについては、表紙裏面の「その他屋外広告物を計画する際の主なお問い合わせ先」
参照
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提出書類５
協議時の提出書類 （A４サイズ綴じ／対面協議：計５部、書面協議：計５部）

１ 協議書 第１８号の３様式。第１面～３面を記入する（Ｐ５～７参照）。

２ 案内図 屋外広告物の計画地が確認できるよう表示する。

３ 現状写真 歩行者の視点から、計画地及び周辺状況を撮影する。

撮影場所及び撮影方向を示した見取図を添付する。

４ 計画図 屋外広告物の仕様・素材・色彩が分かるデザイン図。

マンセル値を表記した上で着彩する。

５ 配置図・屋上平面図※ 各図面の兼用可。屋外広告物の設置位置を表示する。

６ 立面図※ 屋外広告物の設置位置を表示する。また、建築物について着彩し、主要

部分の仕上げ、照明方式、照明時間等を表記する。（図面がない場合等

は、建築物の壁面の状況が分かる写真で代用することができる。）

７ 完成予定図

（フォトモンタージュ）

日中の写真等を用いてフォトモンタージュを作成する。必要に応じて、夜

間のフォトモンタージュも作成する。

８ 工程表 屋外広告物の許可申請日、工事着手及び完了予定日が分かるものを添

付する。

９ その他（適宜） 計画内容等に応じて、追加資料をお願いする場合があります。

変更協議時の提出書類 （A４サイズ綴じ／計２部）

１ 変更協議書 第１８号の４様式。変更内容及び理由等を記入する（Ｐ８参照）。

２ 変更図面 協議書の提出時から変更となる図面を変更前・変更後で添付する。

行為の完了時の提出書類 （A４サイズ綴じ／計２部）

１ 完了報告書 第１８号の６様式。協議書の受付番号、表示場所を記入する（Ｐ９参照）。

２ 完了写真 撮影場所・撮影方向を示した案内図並びに屋外広告物の掲出状況が分

かる写真を添付する。

中止の場合 （A４サイズ綴じ／計２部）

１ 中止報告書 第１８号の６様式。協議書の受付番号、表示場所を記入する（Ｐ９参照）。

-４-

※配置図・屋上平面図、立面図は必要に応じて



書類の記入例６
■屋外広告物等に関する協議書

-５-

届出者が複数いる場合は、連名で記載
してください。

用途地域が複数にまたがる場合は、
敷地を占める面積が大きい方をご記

入ください。

用途地域に応じた景観計画区域の区分

にチェックを入れてください。

添付する書類にチェックを入れてくだ
さい。
現状写真は、道路等から見える全ての
面の写真と、撮影場所及び撮影方向を
示した見取図を添付してください。ま
た、計画地周辺の街並みが分かるよう
撮影してください。

令和５年 ３月 ２３日



-６-

周辺の風景に配慮を行う内容について
チェックを入れてください。

「窓面等には屋外広告物を設置しない」
など、該当がない場合は、チェックは
不要です。

第１面「３ 区域の別」の景観計画区域
の区分※に基づき、該当の区分にチェッ
クを入れてください。
また、その区分に応じて、該当する内容
についてチェックを入れてください。
※ガイドラインＰ６参照



-７-

該当する内容についてチェックを入れ
てください。

周辺の風景や立地環境を踏まえ、どの
ような考えで計画しているのか記入し
てください。
図や写真等を別途添付していただいて
も結構です。



-８-

■屋外広告物等に関する変更協議書

「屋外広告物等に関する協議書」
副本に押印している収受印の日
付・番号をご記入ください。

（例）

変更内容は、変更前と変更後
を比較するため、対になるよ
うご記入ください。

変更内容・理由を具体的に
ご記入ください。

変更の内容が分かるよう変更前・後の
両方の図面を添付してください。



■屋外広告物等に関する行為完了・中止報告書

-９-

完了又は中止に○をしてください。

「屋外広告物等に関する協議書」
副本に押印している収受印の日
付・番号をご記入ください。
（例）

道路等から見える全ての面の写真並び
に撮影場所及び撮影方向を示した案内
図を添付してください。（完了のみ）



このパンフレット及び届出に関する様式、「風景づくりのガイドライン
（屋外広告物編）」等は、世田谷区のホームページから閲覧・ダウンロード
することができます。

令和５年４月発行
世田谷区都市整備政策部都市デザイン課

トップページの「目次から探す」

⇒「 住まい・街づくり・環境」 風景づくり

⇒ 風景づくりに関する条例・計画 屋外広告物による風景づくり

⇒下欄の「添付ファイル」、「関連リンク」からご覧ください。


